
船舶インシデント調査報告書 

令和５年８月２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和４年８月７日 ００時００分ごろ 

発生場所 千葉県市原市千種
ち ぐ さ

海岸北西方沖 

 千葉港ＪＸＴＧシーバース灯から真方位２６６°１.３海里付近 

 （概位 北緯３５°３１.０′ 東経１４０°００.６′） 

インシデントの概要  遊漁船BACK
バ ッ ク

 LINE
ラ イ ン

は、漂泊中、船外機の前後進ができなくなり、運

航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和４年９月２８日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

遊漁船 BACK LINE、１.９トン 

 ２３５－４２６６０千葉、個人所有 

ガソリン機関、船外機、出力１４７.１０kＷ、連続最大回転数毎分

５,８００、４気筒、ボア９７mm、使用燃料ガソリン、製造年月日

不詳、平成１３年７月進水 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風速 約４～５m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.３ｍ 

 インシデントの経過等 本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客３人を乗せ、千種海岸北西

方沖で漂泊して遊漁を行っていたが、釣り場を移動しようとし、船外

機のリモコンレバーを前後進に操作したものの、プロペラが回転せ

ず、前後進ができなくなった。 

船長は、船外機のリモコンレバーで前後進とする操作を何度か繰り

返したものの、船外機のカウル付近から空回りする音を聞き、船外機

に異常が生じたと思い、船外機の運転を断念し、携帯電話で１１８番

通報した。 

本船は、巡視艇にえい
．．

航されて千葉港に入港した。 

船長は、本インシデント後、東京都所在の整備業者によって本船の

船外機が解放され、駆動軸上端のスプライン（以下「本件スプライ

ン」という。）の歯が擦り減り、グリスが少なくなっているのを認め

た。 

 本件スプラインは、駆動ギアと駆動軸を結合してプロペラに回転力

を伝達していた。 

船長は、本件スプラインのグリスアップを約６４０時間ごとに実施

していた。 



本件スプラインは、約５年前に交換されており、交換後の運転時間

が約３,２００時間であった。 

 船外機製造会社担当者は、本件スプラインがグリス切れにより摩耗

したと推定した。 

 船外機の取扱説明書には、本件スプラインのグリスアップについて

次のとおり記載されている。 

 １．エンジンを停止し、エンジンが充分に冷えたことを確認した

後、作業をしてください。 

 ２．初回、新機を使用し始めたときから、２０時間、または１ヶ月

後にグリスを約１０ｇ注入してください。 

 ３．以後、１００時間、または６ヶ月ごとに約５ｇ注入してくださ

い。 

分析 本船は、本件スプラインのグリスアップが適切に実施されていない

状況下、漂泊中、船長がリモコンレバーを前後進に操作した際、本件

スプラインのグリスが減少していたことから、本件スプラインが摩耗

して駆動ギアの歯が擦り減り駆動軸に回転力が伝達されず、プロペラ

が回転せずに前後進できなくなり、運航不能となったものと考えられ

る。 

原因 本インシデントは、夜間、本船が本件スプラインのグリスアップが

適切に実施されていない状況下、漂泊中、船長がリモコンレバーを前

後進に操作した際、本件スプラインのグリスが減少していたため、本

件スプラインが摩耗して駆動ギアの歯が擦り減り駆動軸に回転力が伝

達されず、プロペラが回転せずに前後進できなくなったことにより発

生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、駆動軸のスプラインに実施するグリスアップを船外機取

扱説明書に記載された整備要領に従って実施すること。 

 

 

 

 

 

 

 


